
雇用類似の働き方に関する検討会における 

関係者ヒアリングについて 
 

 （例） 

  ・ 関係団体  

・ 労働組合法上の労働者と想定される業種 

※ 労働基準法上の労働者を除く。 

  ・ 個人請負の活用が多いと想定される業種 

  ・ 新しい働き方 

  ・ その他 
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